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(57)【要約】
　着座用家具に用いられるシートモジュールが記載され
ている。シートモジュールは、背もたれ（１）、シート
（２）、及び連結要素（３）を備えている。背もたれ（
１）は、連結要素の後端の各側面に配置された後溝（７
）に沿って移動するように構成されている。シート（２
）の後部分は、背もたれ（１）に接続され、シート（２
）の前部分は、連結要素の前端の各側面に配置された前
溝（９）に沿って移動するように構成されている。シー
トモジュールは、連結要素を支持部材又はベース（４）
に接続する傾斜機構（１５－１９）を更に備えている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着座用家具に用いられるシートモジュールであって、前記シートモジュールは、背もた
れ（１）、シート（２）、及び連結要素（３）を備え、前記連結要素（３）は、少なくと
も１つの横断要素によって一緒に保持された２つの側壁を備え、前記連結要素の後端に配
置された後溝（７）及び前記連結要素の前端に配置された前溝（９）を更に備え、前記後
溝及び前溝（７，９）は、前記連結要素の各側壁に配置されており、前記背もたれ（１）
は、前記後溝（７）に沿って移動するように構成されており、前記シート（２）の後部分
は、前記背もたれ（１）に接続されており、前記シート（２）の前部分は、前記前溝（９
）に沿って移動するように構成されている、シートモジュールにおいて、前記シートモジ
ュールは、前記連結要素を支持部材（４）に接続する傾斜機構（１５－１９）を更に備え
ることを特徴とする、シートモジュール。
【請求項２】
　前記背もたれ（１）は、前記後溝（７）内に係合されて前記後溝（７）内において移動
するように構成されたブラケット（５）を備え、前記シート（２）の前記前部分は、前記
前溝（９）内において移動する摺動ユニット（２１，２３）に接続されており、前記後溝
は、アーチ状又は円形状の切込として設けられ、前記ブラケット（５）は、前記連結要素
（３）の前記溝（７）に係合するように構成された対応するアーチ状又は円形状の突起（
６）を備え、前記前溝（９）は、円形状又はアーチ状の貫通溝として又は前記シートモジ
ュールの前部に向かう勾配を有する直線状の貫通溝として設けられている、請求項１に記
載のシートモジュール。
【請求項３】
　前記連結要素は、前記後溝（７）内に位置する貫通開口（８）を備え、前記シートモジ
ュールは、前記背もたれ（１）を前記連結要素（３）に固定するために、前記ブラケット
（５）の貫通孔（２２）及び前記開口（８）を貫通するように構成された固定ロッド（１
２）を更に備える、請求項２に記載のシートモジュール。
【請求項４】
　前記摺動ユニットは、各端に摺動スリーブ（２３）を有するスライドロッド（２１）を
備え、前記摺動スリーブ（２３）は、前記前溝（９）に係合するように構成されている、
請求項２に記載のシートモジュール。
【請求項５】
　バネ（１３）が、前記連結要素（３）内の横断要素と前記スライドロッド（２１）との
間に設けられている、請求項４に記載のシートモジュール。
【請求項６】
　前記シート（２）は、前記固定ロッド（１２）を把持するように構成された後側ノッチ
（１０）及び前記スライドロッド（２１）を把持するように構成された前側ノッチ（１１
）を備える、請求項４に記載のシートモジュール。
【請求項７】
　請求項１に記載のシートモジュールに特に好適な傾斜機構であって、多種多様な断面を
有する中心ビーム（１５）と、前記中心ビーム（１５）を包囲する弾性手段（１６）と、
前記中心ビーム及び弾性手段を包囲する外側ハウジング（１４，１７）とを備えることを
特徴とする、傾斜機構。
【請求項８】
　前記外側ハウジングは、Ｕ字状輪郭部（１４）及びカバープレート（１７）を備える、
請求項７に記載の傾斜機構。
【請求項９】
　前記中心ビーム（１５）は、支持部材を固定するための円錐孔を備え、前記円錐孔にア
クセスするための開口が、前記外側ハウジング（１４，１７）に設けられている、請求項
７に記載の傾斜機構。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着座用家具に関し、更に詳細には、単一チェアに用いられるか、又はいくつ
かのモジュールが着座列を形成するように組み立て可能な場合に用いられるシートモジュ
ール、並びにこのようなシートモジュールに特に好適な傾斜機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　所謂リクライニングシートは、通常、背もたれの角度を変化させることを可能にする制
御機構を装備している。シート及び背もたれは、大抵の場合、互いにヒンジ結合され、背
もたれは、各側のアームレストに枢動可能に取付けられている。従って、ユーザーは、体
を前後に押すことによって、背もたれの角度を変化させることができる。
【０００３】
　特許文献１から、背もたれ及びシートの位置を前述のリクライニングシートにおけるの
と同じように設定することができる着座用家具が知られている。しかし、この場合、機構
の全体がシートの下方に隠れて配置されている。背もたれの仮想転回点は、背もたれがア
ームレストに固定される必要がないように、設定されている。従って、この解決策は、ア
ームレストのないチェア、例えば、ダイニングチェアに用いることができる。
【０００４】
　また、ホイールを旋回させることによって又は背もたれをロック解除するレバーを操作
することによって、背もたれ角度を変化させることができるオフィスチェアも知られてい
る。しかし、この解決策では、背もたれは、前述の例におけるように、背もたれを連続的
に調整することができない。何故なら、背もたれは、ユーザーがその調整を終えた時にロ
ック位置に戻るからである。また、このようなチェアは、背もたれ及びシートをユニット
として傾斜させることを可能にする傾斜機能を有している場合がある。しかし、この特徴
部もロック可能になっている。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ノルウエー特許第３３５４０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、着座用家具に用いられるシートモジュールであって、ユーザーに改良
された寛ぎをもたらし、合理的な製造に適するように設計され、いくつかの異なる品目の
家具、例えば、チェア、ソファー、又は列状に連結された多重シートに用いることができ
る、シートモジュールを提供することにある。他の目的は、前記シートモジュールに特に
好適な傾斜機構を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的は、添付の請求項に記載されるシートモジュール及び傾斜機構によって達成さ
れる。
【０００８】
　本発明の第１の態様によれば、着座用家具に用いられるシートモジュールであって、シ
ートモジュールは、背もたれ、シート、及び連結要素を備え、連結要素は、横断要素によ
って一緒に保持された２つの側壁を備え、連結要素の後端に配置された後溝及び連結要素
の前端に配置された前溝を更に備え、後溝及び前溝は、連結要素の各側壁に配置されてお
り、背もたれは、前記後溝に沿って移動するように構成されており、シートの後部分は、
背もたれに接続されており、シートの前部分は、前記前溝に沿って移動するように構成さ
れている、シートモジュールが提供される。シートモジュールは、連結要素を支持部材又
はベースに接続する傾斜機構を更に備えている。
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【０００９】
　本発明の背景は、固定機構を必要としない、背もたれとシート調整機構とを用いること
ができることにある。そこでは、ユーザーは、シートモジュールの任意の位置に寛いで着
座することができ、同時にシートモジュールの位置を固定することなく、シートモジュー
ルを傾斜させることができる。これによって、ユーザーがシートモジュールを即座に使用
させることができると共にレバーのシステム等を理解することなく最適な着座位置を容易
に見出すことができるシートモジュールが提供される。この構成の他の利点は、着座機能
及び傾斜機能のいずれも、アームレスト等への取付け部品の必要がなく、シートの下方の
連結要素によって取り扱うことができることにある。
【００１０】
　本発明の一実施形態によれば、背もたれは、前記後溝内に係合されて前記後溝内におい
て移動するように構成されたブラケットを備え、シートの前部分は、前記前溝内において
移動する摺動ユニットに接続されており、後溝は、アーチ状又は円形状の切込として設け
られ、前記ブラケットは、前記連結要素の溝に係合するように構成された対応するアーチ
状又は円形状の突起を備え、前溝は、円形状又はアーチ状の貫通溝として又はシートモジ
ュールの前部に向かう勾配を有する直線状の貫通溝として設けられている。
【００１１】
　この実施形態によれば、連結要素への背もたれの取付けが簡素化される。
【００１２】
　好ましい一実施形態によれば、連結要素は、後溝に位置する貫通開口を備え、シートモ
ジュールは、背もたれを連結要素に固定するために、ブラケットの貫通孔及び前記開口を
貫通するように構成された固定ロッドを更に備えていてもよい。
【００１３】
　この解決策によっても、背もたれの取付けが著しく簡素化される。
【００１４】
　更なる実施形態によれば、前記摺動ユニットは、スライドロッドの各端に取り付けられ
た摺動スリーブ又はラグを備え、摺動スリーブ又はラグは、前記前溝内に係合するように
構成されている。
【００１５】
　更に、バネが、連結要素内の横断要素と前記スライドロッドとの間に配置されていても
よい。
【００１６】
　一実施形態によれば、シートは、係止ロッドと係合するように適合された後側凹部及び
スライドロッドを把持するように配置された前側凹部を備えている。
【００１７】
　この構成によって、シートモジュールの組立が著しく簡素化される。何故なら、シート
は、単に連結要素の適所にスナップ嵌合されればよいからである。バネは、２つの機能を
有している。すなわち、バネは、摺動機能の最適なバランスを確実にする機能と、ユーザ
ーがシートモジュールから離れる時に背もたれをまっすぐにする機能を有している。シー
トモジュールがテ―ブルの周りに配置された複数のチェアに用いられる場合又はソファの
要素として用いられる場合、背もたれが自動的に再配列されることによって、家具が常に
清潔な印象を与えることが確実になる。シートを取り付けるためのこの解決策は、他のシ
ートモジュールに用いられてもよい。
【００１８】
　他の態様によれば、本発明は、多種多様な断面を有する中心ビームと、中心ビームを包
囲する弾性手段と、中心ビーム及び弾性手段を包囲する外側ハウジングとを備える傾斜機
構を備えている。
【００１９】
　この傾斜機構は、極めて簡素な構造を有し、極めて耐久性が高く、容易に維持管理され
る。この傾斜機構は、他のシートモジュール、リクライニングチェア、等に用いられても
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よい。
【００２０】
　一実施形態によれば、外側ハウジングは、Ｕ字状輪郭部及びカバープレートを備えてい
る。
【００２１】
　この解決策によって、連結要素内に支持要素として含まれ得ると共に傾斜機構の取付け
を容易にする輪郭部が得られる。
【００２２】
　代替的実施形態によれば、中心ビームは、支持部材を固定するための円錐孔を備え、前
記円錐孔にアクセスするための開口が、外側ハウジングに設けられている。
【００２３】
　以下、添付の図面を参照して、本発明について説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１ａ】本発明によるシートモジュールが組み込まれたチェアの側面図である。
【図１ｂ】本発明によるシートモジュールが組み込まれたチェアの側面図である。
【図２】チェアに含まれる個々の要素を示す側面図である。
【図３】チェアの構造を更に詳細に示す斜視図である。
【図４】本発明に含まれる傾斜ジョイントの詳細を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下の説明において、方向を示す用語、例えば、「前側」、「後側」、「上向き」、「
下向き」、「前方に」、「後方に」、「前部」、「下向き突起」、等は、図面に示される
使用時の自然な位置にあるシートモジュールに関連している。
【００２６】
　図１ａ，１ｂは、背もたれ１、シート２、及び連結要素３を備える本発明によるシート
モジュールが組み込まれたチェアを示している。連結要素３は、背もたれ及びシートを一
緒に保持し、更に背もたれ及びシートを支持部材４に取り付けている。図示される1つの
チェアに代わって、複数の背もたれ、複数のシート、及び複数の連結要素を備える複数の
シートモジュールを一緒に組み立て、ソファ又はシートモジュール列を形成することもで
きる。また、複数のシートモジュールをコーナ要素に取り付けることによって、コーナソ
ファ等を形成することもできる。
【００２７】
　図１ａは、背もたれが直立位置にあるチェアを示し、図１ｂは、背もたれが後方に傾斜
した時のチェアを示している。後者の場合、シートは、いくらか前方に押し出され、シー
トの前部が、図１ａの状態に対していくらか持ち上がっている。
【００２８】
　図２は、構造の詳細を示すために背もたれ及びシートを連結要素から外した時のシート
を側方から見た図である。連結要素は、２つの側の各々に、後溝７及び前溝９を備えてい
る。後溝は、アーチ状又は円形状の切込みとして設けられている。一方、背もたれは、ア
ーチ状又は円形状の突起６を有するブラケット５を備えている。突起６は、連結要素の溝
７に係合して溝７内において前後に摺動することができるように構成されている。従って
、溝７は、背もたれ１の転回点及び仮想ヒンジを画成する。
【００２９】
　前溝９は、対応する円形状又はアーチ状の貫通溝として設けられており、代替的にシー
トモジュールの前部に向う勾配を有する直線状溝として設けられてもよい。スライドロッ
ド２１（図３）に取り付けられた摺動スリーブ又はラグ２３が、溝９内を移動するように
なっている。シートは、シートの前側下部の第１のノッチ１１によって、スライドロッド
に固定されている。摺動スリーブ又はラグ２３は、スライドロッド２１の各端に取り付け
られており、連結要素３の各側の前溝９に係合している。
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【００３０】
　図３は、背もたれがいかに連結要素に取り付けられるかを示している。背もたれ１の底
のブラケット５は、アーチ状突起６を備えている。２つのブラケットのこれらの突起は、
内側を向いており互いに向かい合っている。これらの突起が後溝７に係合し、背もたれは
、各ブラケットの端の貫通孔２２及び溝7の底の長手方向貫通開口８を通る固定ロッド１
２によって、連結要素に固定される。開口8の長さは、背もたれの回転範囲を画成する。
【００３１】
　シートの組立時に、前側ノッチ１１がスライドロッド２１の周りを掴むように、シート
が下方に押される。スライドロッド２１は、連結要素３の側壁間を通るクロスビーム１４
にバネ１３によって固定されている。同様に、シート２の後端において、後側ノッチ１０
が固定ロッド１２（図２）を掴むように配置される。背もたれ１を後溝7内に向かって前
方に押すことによって、固定ロッド１２が後側ノッチ１０内に押し込まれ、該後側ノッチ
１０内に固定される。
【００３２】
　バネ１３は、ユーザーがシートモジュールから立ち上がる時にチェアを真っすぐにする
ように機能する。もし多くのモジュールが列状に配置されていたなら、これによって、こ
れらのモジュールが使用されていない時に整然としているという印象を確実にもたらすこ
とになる。バネは、シートモジュールの摺動機能のバランスを保つと共に背もたれを適切
に真っすぐにするのを確保する強度を有している。また、シートが取り付けられた時、バ
ネは、付勢力をもたらすことになる。
【００３３】
　連結要素３は、好ましくは、繊維強化プラスチック複合材料の単一品として成形される
が、勿論、他の適切なポリマー材料又は金属、又は一部がポリマーで一部が金属の材料か
ら製造されてもよい。同様に、背もたれ及びシートは、いずれも複合材のコア、発泡体に
よって被覆されたプラスチック、繊維及び布、又はスキン材を含んでいてもよい。代替的
に、前記ブラケットは、背もたれ内に鋳込まれた金属から成っていてもよい。
【００３４】
　図４は、各シートモジュールに用いられる傾斜機構の詳細を示す分解図である。傾斜機
構は、多角形の断面を有する中心ビーム１５を備えている。中心ビームは、各端において
固定プレート２０によって終端している。ここでは、固定プレートは、支持部材又はベー
ス４を形成する脚にボルト締めされている。中心ビーム１５の周りに、弾性手段１６が配
置されている。図示の例では、弾性手段を有するビームは、連結要素３の凹部内に持ち上
がっている。この凹部は、（図３に示される）Ｕ字状クロスビーム１４の開口を形成して
いる。中心ビームは、カバープレート１７によってＵビームの開口を閉じることによって
適所に保持される。従って、Ｕ字状クロスビーム及びカバープレートは、中心ビーム及び
弾性手段を囲むハウジングを形成することになる。弾性手段によって、中心ビームに対す
る外側ハウジングの回転運動が可能になる。中心ビーム及びカバープレートは、好ましく
は、金属から成っており、弾性手段は、ゴム又は他の種類の高分子のような適切な弾性材
料によって作製された部品から成っている。
【００３５】
　前述したように、中心ビームは、多角形の断面を有している。製造上の観点から、ビー
ムは、正方形又は矩形の断面を有すると好ましいが、原理的に、中心ビームは、どのよう
な多角形状を有していてもよい。最も簡単な場合、中心ビームの断面は、三角形であって
もよいが、他の形状、例えば、六角形、八角形、等を用いることもできる。
【００３６】
　図示される例では、カバープレートは、ボルト（機械ネジ）１８及びナット１９によっ
て取り付けられるようになっている。代替的に、ナットは、中心ビームの頂部に配置され
る（ボルト１８のためのネジ孔が設けられた）固定プレートによって置き換えられてもよ
い。更に他の代替的実施形態では、貫通ボルトに代わって、連結要素の孔に係合するネジ
が用いられてもよい。
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【００３７】
　傾斜機構の代替的実施形態（図示されない）では、開口がカバープレートに設けられ、
円錐孔が中心ビームに設けられてもよい。開口は、円錐孔と向き合って配置され、これに
よって、傾斜機構をガスリフト式のチェアベースに容易に取り付けることができる。
【００３８】
　傾斜機構は、原理的に、逆に配置されてもよい。すなわち、中心ビームが連結要素の長
手方向壁間を通るように連結要素内に取り付けられか又は含まれ、ハウジングがベースに
取り付けられてもよい。
【００３９】
　図４に示される傾斜機構は、好ましくは、図示されるシートモジュールに用いられる。
何故なら、傾斜機構が、連結要素の一部として容易に設けられるからである。しかし、他
の形式の傾斜機構、例えば、トーションバネ式傾斜機構が用いられてもよい。このような
傾斜機構は、オフィスチェアに一般的に用いられている。しかし、このような解決策は、
容易に分かるように、連結要素にボルト締めされねばならないいくつかの構成部品及び該
機構を複雑にする対応するベースを備えることになる。
【００４０】
　使用時、ユーザーは、後方に体を傾け、シートを前方に滑らせる。この時、背もたれが
連結要素内に配置された溝内において前方に摺動し、図１ｂに示されるように、背もたれ
が後方に傾斜し、その一方、（背もたれに連結された）シートが連結要素の前溝に沿って
前方に押し出される。前側軌道が配置されているので、シートの前端がいくらか持ち上が
ることになる。いったんユーザーが好ましい位置を見出したなら、仮にユーザーがシート
モジュールとベースとの間の傾斜リンクを介して前後に体をよじることを選択しても、シ
ートモジュールの設置は、変動することがない。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月16日(2020.6.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着座用家具に用いられるシートモジュールであって、前記シートモジュールは、背もた
れ（１）、シート（２）、及び連結要素（３）を備え、前記連結要素（３）は、少なくと
も１つの横断要素によって一緒に保持された２つの側壁を備え、前記連結要素（３）の後
端に配置された後溝（７）及び前記連結要素の前端に配置された前溝（９）を更に備え、
前記後溝及び前溝（７，９）は、前記連結要素の各側壁に配置されており、前記背もたれ
（１）は、前記後溝（７）に沿って摺動するように構成されており、前記シート（２）の
後部分は、前記背もたれ（１）に接続されており、前記シート（２）の前部分は、前記前
溝（９）に沿って摺動するように構成されている、シートモジュールにおいて、前記シー
トモジュールは、前記連結要素（３）を支持部材（４）に接続する傾斜機構（１５－１９
）を更に備え、前記傾斜機構（１５－１９）によって可能になる、前記背もたれ（１）、
前記シート（２）及び前記連結要素（３）からなる要素の群の前記支持部材（４）のまわ
りの回転は、前記背もたれ（１）の摺動と無関係であることを特徴とする、シートモジュ
ール。
【請求項２】
　前記背もたれ（１）は、前記後溝（７）内に係合されて前記後溝（７）内において移動
するように構成されたブラケット（５）を備え、前記シート（２）の前記前部分は、前記
前溝（９）内において移動する摺動ユニット（２１，２３）に接続されており、前記後溝
（７）は、アーチ状又は円形状の切込として設けられ、前記ブラケット（５）は、前記連
結要素（３）の前記溝（７）に係合するように構成された対応するアーチ状又は円形状の
突起（６）を備え、前記前溝（９）は、円形状又はアーチ状の貫通溝として又は前記シー
トモジュールの前部に向かう勾配を有する直線状の貫通溝として設けられている、請求項
１に記載のシートモジュール。
【請求項３】
　前記連結要素（３）は、前記後溝（７）内に位置する貫通開口（８）を備え、前記シー
トモジュールは、前記背もたれ（１）を前記連結要素（３）に固定するために、前記ブラ
ケット（５）の貫通孔（２２）及び前記開口（８）を貫通するように構成された固定ロッ
ド（１２）を更に備える、請求項２に記載のシートモジュール。
【請求項４】
　前記摺動ユニット（２１，２３）は、各端に摺動スリーブ（２３）を有するスライドロ
ッド（２１）を備え、前記摺動スリーブ（２３）は、前記前溝（９）に係合するように構
成されている、請求項２に記載のシートモジュール。
【請求項５】
　バネ（１３）が、前記連結要素（３）の前記側壁間を通るクロスビーム（１４）と前記
スライドロッド（２１）との間に固定されている、請求項４に記載のシートモジュール。
【請求項６】
　前記シート（３）は、前記係止ロッド（１２）を把持するように構成された後側ノッチ
（１０）及び前記スライドロッド（２１）を把持するように構成された前側ノッチ（１１
）を備える、請求項４に記載のシートモジュール。
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